
⚫ 施策４ 雇用・就業、経済的自立の支援

⑫ お試し発注サポート事業

⑬ 農福マルシェｉｎ県庁プロムナード、障
がい者福祉施設商品販売会・商談会

⑭ 就労選択支援事業

⚫ 施策５ 情報アクセシビリティ

⑮ 「手話の日」関連イベント

⑯ 熊本県障がい者ICTサポートセンター

⚫ 施策６ 安全・安心

⑰ 令和7年8月大雨における被災者等への生
活支援

⑱ 熊本県生命の応援事業

⚫ 施策８ 差別の解消及び権利擁護の推進

⑲ 共生社会の実現に向けた県民の意識啓発

0127
修正

⚫ 施策１ 地域生活支援

① 障がい福祉分野のICT・ロボット等導
入支援事業

② 看護・福祉職員等処遇改善推進事業、
物価高騰対策事業

⚫ 施策２ 保健・医療

③ 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築支援事業

④ 第2期熊本県ギャンブル等依存症対策
推進計画

⑤ こども・若者の自殺危機対応チーム

⑥ 入院者訪問支援事業

⑦ 虐待対応ケース会議

⑧ 療育手帳出張判定事業

⚫ 施策３ 教育、文化芸術活動・スポーツ

⑨ くまもとハートウィーク

⑩ 東京２０２５デフリンピック

⑪ くまモン「アール・ブリュットパート
ナーズ熊本応援大使」

（参考２） 令和７年度の取組状況について

いのち



⚫ 施策１ 地域生活支援（① 障がい福祉分野のICT・ロボット等導入支援事業） 1



障がい福祉分野に関する令和７年度１１月補正の概要

〇事業内容 障がい福祉分野の人材不足が厳しい中、緊急的対応として、国の経済対策
を活用し、職員の賃金引き上げに取組む事業所等に対して支援

〇予算額 １，０２５百万円
〇対象事業所 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等
〇支援内容 対象事業所等の障がい福祉従事者 １人当たり６万円に相当する額

（月１万円×６か月）
※事業所等の総報酬にサービス毎の交付率を乗じた額を補助

Ⅰ R7国の経済対策：看護・福祉職員等処遇改善推進事業

○ 国の経済対策や、国の経済対策に合わせた独自の地域活性化策として実施す
る物価高騰の影響を受けた事業者を支援する事業について、補正予算を計上

Ⅱ 経済対策に合わせた独自の地域活性化策：物価高騰対策事業

〇事業内容 障害福祉サービス事業所等に対して、国の重点支援交付金を活用し、物価
高騰に係る光熱水費・燃料費・食費の上昇分の一部を支援

〇予算額 ３５５百万円
〇対象事業所 障害福祉サービス事業所等（熊本市を除く）
〇支援内容 ※箇所当たり
【入所系】・定員19人以下 192千円・定員20～39人 636千円・定員40～69人 1,188千円

・定員70～89人 1,740千円・定員90人以上 2,184千円
【通所系】・定員35人以下 132千円・定員36人以上 276千円
【訪問系】 96千円

⚫ 施策１ 地域生活支援（② 看護・福祉職員等処遇改善推進事業、物価高騰対策事業）
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⚫ 施策２ 保健・医療（③ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業）

出典：精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル

0109
修正

【阿蘇圏域のモデル事業】
阿蘇圏域の協議の場におい
て、国のアドバイザー制度を
活用しながら、地域資源マッ
プの作成や阿蘇輪ピック（ス
ポレク）の開催、支援機関の
スキルアップを図る取組みを
実施している。
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５ 具体的な取組み

１ 発生予防（1次予防）

２ 進行予防（2次予防）

３ 再発予防（3次予防）

４ 基盤整備

・専門医療機関数の増加や地域におけ
る診療体制の充実

（１）予防教育の推進

（２）普及啓発

（３）不適切な誘引の防止

（１）相談支援の充実

（２）医療提供体制の充実

（１）社会復帰支援及び家族支援

（２）民間団体の活動支援

（１）関係機関等との連携

（２）人材育成

（３）調査・研究の推進

第2期熊本県ギャンブル等依存症対策推進計画（案）の概要

６ 推進体制

３ 基本計画の方向性

・ギャンブル等依存症対策専門部会を中心に、関係機関と相互に必要な連絡・調整等を図りながら計画を推進
・計画策定後も取組状況の確認を進めるほか、社会情勢等の状況の変化を踏まえ、必要に応じて計画を見直し

計画の期間：令和8年度から令和10年度までの3年間

（１） 公営競技や遊技場の状況（R7.8月時点、※遊技場R6.12月時点）
競輪：1施設（熊本競輪）
場外発券所：競馬2（荒尾、八代）、競輪5（熊本、宇土、八代、天草、玉東）、

オートレース2（宇土、八代）、ボートレース1（長洲）
遊技場（ぱちんこ・パチスロ）：111店舗

（２） 県内のギャンブル等依存症が疑われる者の状況（R5調査）
「過去1年以内にギャンブル等依存症が疑われる者」：約2万人（推計※）
※国の補助事業による調査（自記式スクリーニングテストによる調査）では、過去

1年以内にギャンブル等依存症が疑われる人は18～74歳の人口のうち1.7％と
推計されており、それを熊本県の人口に掛け合わせた数値。

（３） ギャンブル等依存症の受療状況（R4年度）
◇入院患者数：11人 ◇外来患者数：122人

（４） 県内相談機関への相談状況（R6年度）
熊本県精神保健福祉センター、熊本市こころの健康センター及び各保健所への
ギャンブル等依存症に係る相談件数：457件

（５） 医療機関の状況（R7.4月時点）
ギャンブル等依存症治療拠点機関及び専門医療機関：各2機関
（菊陽病院、向陽台病院）

ギャンブル等依存症対策基本法第13条の規定による都道府県計画として策定

基本方針

（１）正しい知識の普及・啓発
及び不適切な誘引の防止

（２）必要な支援につなげる
相談支援体制の整備

（３）医療における質の向上と
関係機関との連携の促進

○ ギャンブル等依存症が疑われる推計者数や医療機関への受診件数、相談機関へ
  の相談件数を勘案すると、支援が必要な方が医療機関や相談機関につながりにくい
  現状が想定される。
○ ギャンブル等依存症の専門医療機関やギャンブル等依存症の診察に対応できる
  医療機関が少ない。
○ ギャンブル等依存症に関連して発生する諸問題の解決に向けた体制の整備を進
  め、関係機関の連携のもと、ギャンブル等依存症者への包括的な支援の実現を図る
  必要がある。
○ 公営競技におけるインターネット投票が増加していることから、これを踏まえた依
  存症対策の充実を図っていく必要がある。

（４）ギャンブル等依存症者が円滑に
回復、社会復帰するための理解促進

（５）ギャンブル等依
存症に関連する諸
問題の総合的な解
決に向けた体制の
整備

２ 現状と課題

１ 計画の概要

ギャンブル等依存症対策基本法及びギャンブル等依存症対策基本計画の策定を受
け、令和3年度に策定した第１期熊本県ギャンブル等依存症対策推進計画が令和7年
度で終了することから、引き続き、本県のギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画
的に推進するために策定するもの

※ギャンブル等依存症の定義
ギャンブル等（法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技
その他の射幸行為をいう。）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が
生じている状態をいう。（ギャンブル等依存症対策基本法）

計画策定の趣旨

・広報用資材による広報の実施
・講演会、研修会等の実施
・インターネット投票の利用制限
の普及啓発
・インターネット上の違法賭博に
対する啓発の強化

・地域の相談窓口や関連問題に係る相談
支援体制の充実
・子育て中の家庭への支援体制整備

・支援プログラムや家族教室等の実施

・自助グループ等の活動支援や活動
等の周知

・相談窓口における各種関連情報
の提供
・精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムによる包括的な支援体
制の整備

・ギャンブル等依存症に対応できる
医療従事者や各種相談員の育成
・県の研修に当事者や家族に講話
いただく等の協力を仰ぎ、関係機
関が研修を行う際にも当事者団体
や家族団体との連携を呼びかけ

・ギャンブル等依存症に関する実
態の把握・若年者の入場制限の徹底

・学校教育による普及・啓発
・保護者への啓発

計画の位置づけ

ギャンブル等依存症をめぐる現状

主な課題

１ ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及を徹底し、将来にわたって発生を予防する
（普及啓発を目的とした講演会等や高等学校・大学等への情報提供を年1回以上実施）

２ 予防、相談、治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備する
（専門医療機関を県内に3ヵ所以上選定、医療機関等への研修会や保健所圏域ごとの協議の場を年1回以上実施）

ギャンブル等依存症に関する正しい知識を広く県民に普及し、関係機関と連携しながらギャンブル
等依存症の各段階に応じた支援を充実させることにより、誰もが健全に安心して生活できる熊本の
実現を目指します。

基本理念

４ 重点目標

※下線部が第1期に加えて追記した箇所
※12/25～1/23までパブコメ実施

⚫ 施策２ 保健・医療（④ 第2期熊本県ギャンブル等依存症対策推進計画）

0109
修正
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⚫ 施策２ 保健・医療（⑤ こども・若者の自殺危機対応チーム）
第１回：令和７年11月26日開催
第２回：令和８年１月29日開催予定

0109
修正
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令和７年１０月７日
県自立支援協議会資料

⚫ 施策２ 保健・医療（⑥ 入院者訪問支援事業）

出典：厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業」 6



熊本県の取組状況

◼これまでの取組
【令和７年度訪問支援員養成研修】

日時：令和７年１０月６日

場所：熊本県庁地下大会議室

対象者：５３名

（行政職員、精神保健福祉士、相談支援専門員、ピアサポーター等）

【その他】

熊本県精神科協会等への説明・協力依頼

◼今後の予定
・実施要項等の作成

・精神科病院等関係機関への説明

・対象者への周知

令和７年１０月７日
県自立支援協議会資料

入院者訪問支援事業

⚫ 施策２ 保健・医療（⑥ 入院者訪問支援事業） 7



⚫ 施策２ 保健・医療（⑦ 虐待対応ケース会議）

8



【新規】療育手帳出張判定事業 予算額１，５４４万円
（担当部課：健康福祉部福祉総合相談所）

図やイラストを多用

○事業内容

・各地域ごとに療育手帳の集中判定（出張判定）を行い、判定件数を増やして待機期

間を短縮する。

・事業実施のため会計年度任用職員（心理判定員、ケースワーカー）を増員する。

○事業費：１５，４４０千円

・旅費 ６７６千円 ・需用費 ３７５千円 ・使用料 ６８５千円

・役務費 １０９千円 ・会計年度任用職員報酬等 １３，５９５千円

＜現状・課題＞

・ 特別支援教育の充実や障がい児・者の福祉サービスの充実を背景に、療育手帳の申請件数が増加し、今後も増加する見込み。面接枠を

増やして対応しているが、人員や面接室に限りがあり、申請から面接までの待機期間が長くなっている（通常２ヶ月→現状５～６ヶ月待

ち）。申請者の福祉サービス利用等に不利益が生じないために、申請～面接までの期間を短縮できる体制を整備する。

・ 療育手帳を必要な方に迅速に交付できる体制を整え、障がい特性等に応じたきめ細かい支援につなげる。

＜目的・概要＞

＜イメージ図＞

・療育手帳の申請数増加に伴い申請か
ら面接までの待機期間が５～６ヶ月と

 なり、申請者のサービス利用等に不利
 益が生じる可能性がある。
・面接対応者や面接室の不足により通
常の来所による面接を増やすことは困難。

↓
・申請者の不利益につながる可能性が
ある。

・会計年度任用職員（心理判定員、
ケースワーカー）を増員し体制を整える。
・各地域に出向いて集中判定を行うことで、
申請者の利便性を図るとともに面接室を
確保し、面接数を増やす。

↓
・申請～面接までの待機期間を短縮し、
速やかに手帳交付することで、申請者は
早期にきめ細やかな支援を受けることがで
きる。

【出張判定会場】
○知能検査 ○社会調査（保護者への聞き取り）、結果説明

⚫ 施策２ 保健・医療（⑧ 療育手帳出張判定事業） 9



県民の障がい者福祉への関心を深めるとともに、障がい者の多様な活動への参加意欲を高める

くまもと障がい者芸術展

11月18日～24日
場所：県立美術館分館

ふれあいイベント

11月1日～12月15日
場所：各地の事業所など

メインイベント

場所：下通アーケード

○ 作文･ポスター表彰式

○ 田中愛美選手 講演会
※オンラインで同時配信

場所：熊本市現代美術館

１２月７日(日)

「くまもとハートウィーク」イベント

・県大生企画イベント
・障がい疑似体験
・障がいのある方向け

ICT機器の体験 など

開催中

・事業所見学会
・食バザー、くじ引き
・キッチンカー など

・ 時間：１１：００～１４：３０
・ 農福連携に取り組む農業経営者や福祉事業所が

農産物・加工品を販売
・ 野外テントやキッチンカーも出店

１２月１２日(金) 農福マルシェ in 県庁プロムナード

令和７年１１月１９日知事定例記者会見資料

⚫ 施策３ 教育、文化芸術活動・スポーツ（⑨ くまもとハートウィーク）
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⚫ 施策３ 教育、文化芸術活動・スポーツ（⑩ 東京２０２５デフリンピック） 11

〇メダリストによるイベント実施
（R8.2.19予定）

0121
修正



⚫ 施策３ 教育、文化芸術活動・スポーツ(⑪ くまモン「アール・ブリュットパートナーズ熊本応援大使」)

「共生社会の実現」に向けてくまモンが「アール・ブリュット パートナーズ熊本
応援大使」就任

西島会長から委嘱状を交付 張り切るくまモン（R8.1.5） 12



作成： 済

完了したら↑に「〇」
をお願いします。（変
更なしもです。）

⚫ 施策４ 雇用・就業、経済的自立の支援(⑫ お試し発注サポート事業)

⚫ )
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0109
追加

⚫ 施策４ 雇用・就業、経済的自立の支援(⑬農福マルシェｉｎ県庁プロムナード、障がい者福祉施設商品販売会・商談会)
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熊本県指定状況（令和8年１月時点）
① 合志市（サンシャインワークス）
② 山鹿市（多機能型事業所 とまり木）
③ 阿蘇郡小国町（第二悠愛就労選択支援センター）

④ 宇城市（就労選択支援センター宇城ランド）
⑤ 合志市（Felt）
参考：参入意向調査（県指定分）（令和７年８月調査時点）
① 有効回答数 １１３法人／２３０法人（４９％）
② 参入意向あり 11法人／１１３法人（１０％）

参入意向なし ３０法人／１１３法人（２６％）
参入検討中 ７２法人／１１３法人（６４％）

③ 参入予定時期：令和８年１月以降（年度中）:２法人、令和８年度中：２法人、令和９年度以降：１法人 ※②参入意向あり１１法人のうち、１事業者は参入取りやめ

熊本県における取組
就労選択支援サービスの基準について事業者に通知、また圏域の障害者自立支援協議会での説明や集団指導等を通じた周知啓発を実施。

⚫ 施策４ 雇用・就業、経済的自立の支援(⑭ 就労選択支援事業)

就労選択支援

出典元：厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第145回）こども家庭庁審議会障害児支援部会（第10回）資料

0119
修正
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熊本県における令和７年度「手話の日」関連イベント

⚫ 施策５ 情報アクセシビリティ(⑮「手話の日」関連イベント)

16



⚫ 施策５ 情報アクセシビリティ(⑯ 熊本県障がい者ICTサポートセンター) 17



18

⚫ 施策６ 安全・安心(⑰ 令和7年8月大雨における被災者等への生活支援)

18



⚫ 施策６ 安全・安心(⑱ 熊本県生命の応援事業) 19



⚫ 施策８ 差別の解消及び権利擁護の推進(⑲ 共生社会の実現に向けた県民の意識啓発)

20

新

新新

【対象】
概ね１０名以上20
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